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新庁舎建設に関する特別委員会会議録 

 

平成２８年５月２４日 火曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後１２時００分閉議（実時間１０３分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．新庁舎の機能、規模、予算など新庁舎建設

に関する諸問題の調査 

（新庁舎の方式について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  前 垣 信 三 君 

副委員長  幸 村 香代子 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  友 枝 和 明 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  橋 本 隆 一 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

委  員  矢 本 善 彦 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長       岩 本 博 文 君 

  新庁舎建設課長   谷 脇 信 博 君 
 
  新庁舎建設課 
            辻   雅 彦 君 
  新庁舎建設係参事 
 

 企画振興部長     福 永 知 規 君 

                              

○記録担当書記     岩 﨑 和 平 君 

            松 本 和 美 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（前垣信三君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 定刻となり、定足数に達しましたので、ただ

いまから新庁舎建設に関する特別委員会を開会

いたします。 

                              

◎新庁舎の機能、規模、予算など新庁舎建設に

関する諸問題の調査 

（新庁舎の方式について） 

○委員長（前垣信三君） それでは、特定事件

であります新庁舎の機能、規模、予算など新庁

舎建設に関する諸問題の調査を議題とし、調査

を進めます。 

 現在、本委員会では、基本構想作成に当たり、

本構想のたたき台中、特に新庁舎の方式に係る

部分に関連して、委員より御提案いただいた本

庁方式における集中型、あるいは分散型の案に

基づき、そのいずれを採用するかについて、熱

心に御審議いただいております。 

 しかしながら、前回の本委員会において、執

行部より、市民検討委員会からの意見を取りま

とめたたたき台において、委員会として異論が

ある場合は、原文と併記の上、パブリックコメ

ントに付するとの答弁がございました。 

 そこで、この際、前回まで行っておりました

新庁舎の方式の案についての詳細な審議を一部

保留し、市民検討委員会から提案された基本構

想の文言について、各委員の意見を聞き、異論

があれば、基本構想のたたき台に複数の意見を

掲載することにより、速やかにパブリックコメ

ントを実施するように進行いたしたいと思いま

す。 

 まずは、前回までの審議経過の確認をいたし
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たいと思います。 

 執行部より諮問がありました基本構想の確認

で、回数１、２について御確認をいただいたと

思っております。すなわち、回数１、現庁舎の

課題、回数２、新庁舎の必要性については、平

成２８年５月１６日の確認ということで御了解

をいただきました。 

 今回は、回数３、回数４の新庁舎の考え方に

ついて御審議をいただくことになろうかと思い

ます。皆様のお手元の資料を御確認いただきた

いと思います。委員各位には事前に御熟読いた

だいたと思いますので、よろしくお願いをいた

します。 

 本日は、回数３の新庁舎建設の考え方につい

て御審議をいただくことになりますが、その項

目の大項目１、新庁舎建設の方針について、３

つの方針が提示されております。 

 まず、その最初に、現在の敷地内に行政機

構・組織を集約配置する本庁方式とあります。 

 ここで委員長より、執行部への確認をいたし

たいと思います。先日の委員会で併記でも構わ

ない旨の説明があったと思いますが、まずはこ

の方式、すなわち集中方式と、それ以外の方式

を併記すると理解をしてよいものかを確認をい

たします。この件は、審議の核心部分でもあり

ますので、あえて発言を求めます。 

 この件は、回数４の新庁舎建設の考え方、２

の、機能、規模、スケジュール、資金計画にも

大いに影響するものであると思いますので、最

初に確認をいたしたいと思います。 

 谷脇課長。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）新庁舎建設課、谷脇でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 今、委員長からの御質問でございますが、パ

ブリックコメントに上げる際は併記するという

ことで、先日お伝えいたしました。今回のやつ

につきましても、この組織を集約する本庁方式

というのとまた違う御意見がございますけれど

も、まとまれば、まとまればというか、出まし

たら、そちらが併記されることになります。 

 以上です。 

○委員長（前垣信三君） 今、谷脇課長からの

発言がありましたので、皆さん方には御了解を

いただきたいと思います。 

 それでは、審議を進めてまいります。 

 回数３の新庁舎建設の考え方１について、御

意見をいただきたいと思います。 

○委員（亀田英雄君） 今のその併記ができる

という話、ちょっと前回の会議から時間もたっ

ていますし、どの部分にどんな形で入ってくる

のかというをちょっと伺ってようございますか。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。イメ

ージでございましょうか、そのパブリックコメ

ントを出すときの。 

○委員（亀田英雄君） 済みません、ようござ

いますか、続けて。 

○委員長（前垣信三君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい。この３のところ

に入ってくるわけでしょう。そこに、どんな表

記の仕方で、どの部分に併記の形で挿入される

のかというとが、ちょっとつかめぬもんですけ

ん。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。イメ

ージ的には、今、Ａ４判でしている――。 

○委員長（前垣信三君） はい、谷脇課長。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。失礼

しました。今、イメージ的には、このＡ４判の

紙１枚でこのページが構成されておりますが、

結局これがＡ３判みたいな形になって、左側に

原案があって、この右側に、この部分というこ

とをわかるようにして、この部分はこうですよ

という併記になるように考えております。 

○委員（亀田英雄君） 資料がどういうふうか、

ちょっとしてから、もうちょっとよかね。どの
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資料にというとかも。（｢これが今説明した

分」と呼ぶ者あり）済いません、探し出せん。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。今お

手元の資料で、きょうの議題になっております

３の新庁舎建設の考え方（１）というのを１枚

めくっていただきますと、今、委員長がおっし

ゃりました、大きな項目１の新庁舎建設の方針

というのがございます。で、この新庁舎建設の

方針というところで、違う御意見がありました

ら、その部分につきまして、意見が分かれた場

合ですね、は、こちら右側のほうに、結局その

部分はこうですよ、ああですよっていうことを

言っていただいて、その部分が併記されてパブ

リックコメントのほうに出るということになり

ます。 

○委員（亀田英雄君） この前、前回の会議で

ですよ、済みません、ちょっと記憶が定かじゃ

なかもんですけん。前回の会議の最後の部分で、

こっでよかですかちゅう話のあっじゃなかです

か。その前の部分はもう確認でよかったんです

ね。済みません、言いたかつはですね、両論併

記でということなんですが、委員会でですよ、

予算までして、修正した形でずっとここまで来

とう話ばですよ、委員会として何の方針もなく

てそのまま出してよかもんだろうかなとひっか

かるもんですけん、ちょっと今聞いてみたっで

すが。その辺は何も差し支えなかっですかね、

委員会として、両論併記で。 

○委員長（前垣信三君） 委員長から執行部に

確認をいたします。 

 今、谷脇課長が説明をしていただきました、

このたたき台、考え方１の、ページ数でいうと

１０というところですが、これがＡ４がＡ３に

なって併記をなさるという話だと思います。こ

れ、後の新庁舎の、市民のための市民にやさし

い庁舎とか、可能な限り仮設庁舎をつくらない

で新庁舎を建設するというところは、別に大し

たことではないと思いますし、あと書いてある

のもいいんですが、最終的にですね、この考え

方の２になりますと、新庁舎の機能ですとか、

あとはスケジュール、資金計画なども同様な形

で併記がなされるのかどうか。そのあたりをま

ず確認をしたいと思いますが。 

 はい、谷脇課長。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。済み

ません、こちらの中身なんですが、本編、要は

完成品に併記するというふうにとられてらっし

ゃるのか。はたまたパブリックコメント、――

私たちが申し上げていますのはパブリックコメ

ントにはもう両方の御意見を並べて、ホームペ

ージから公表しますよと。もちろんホームペー

ジだけじゃなく、あちこちにもだと思いますが、

そうやって市民の御意見を承りますよというこ

とでございます。 

 ですから、要は、本当このページの、このペ

ージといいますか、Ａ４判の今あるページの右

側に違う御意見が並んで出てくる。さあ、市民

の皆さん、いかが思われますかという形になる

かと思います。 

○委員（亀田英雄君） 今、谷脇課長が言いな

った違う意見の位置づけですたいね。そこがち

ょっとどげんだろうかと思うとですよ。これは、

言えば、どっちも執行部提案になっという話な

んですけど、違う意見はどっから出てきたかと

いう話になってくっとですよ。その位置づけが、

そんパブリックコメントの中でどう審議されて

いく、理解されるのかなと思うとですけどね。

どんな位置づけで。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。執行

部提案と今おっしゃいましたけども、例えば、

せんだっての案３ですね、２５０人削減される

んだという案につきましては、質問がございま

して私もお答えしましたように、２５０人削減

される根拠は、こちら執行部のほうは持ち合わ

せておりませんというお話をさせていただきま

した。で、そういうふうに、執行部提案という
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のは、あくまでも執行部がちゃんと責任を持っ

て説明できるやつが執行部提案ですので、執行

部提案させていただいたのは、最初の案から見

直しました案ですね。要は、２万３５００平米

と言うとりましたが、第１回目でやっぱちょっ

とそれは大き過ぎるぞと、この時代、この御時

世にというお話があって、２週間後ぐらいにお

出ししました１万９８００平米、あの辺の面積、

あれが要は執行部の案で、要は市民検討委員会

の意見を踏まえたところで、そこを壊さないよ

うに出せた、説明ができる範囲の執行部の執行

部提案ということになります。 

○委員（亀田英雄君） 時間がたつので、私の

記憶が定かじゃなかっですが、２回目の１１６

だったか、それが、今、執行部提案という形に

なっとるという話だったんですが。そのとき、

いろいろ話のあったじゃなかですか。成松委員

提案とかあったでしょう。今度はそれば執行部

提案としなっとですか。それはおかしかでしょ

う。それは、ごめん、それは成松委員の名前を

出したのは悪かったばってん、そういう話のや

りとりもあったじゃなかですか。それを言われ

たけん、減額したつば、今度は執行部提案とい

うとは、あくまで執行部提案は１３４億じゃな

かですか。だけん、その位置づけが私は問題だ

と、わからぬと言いようとですたい。何かいい

ように取り違えて、ここの場で発言されると、

何かその情報だけがひとり歩きしていく。２５

０人削減という案という話だったんですが、そ

れ、橋本委員の質問に私が答えたじゃなかです

か。削減するという案じゃなくて、支所を、あ

る程度施設を有効利用すれば、した場合に、こ

のような案が考えられるていう話で説明したと

思うんですけどね。まあ、マスコミさんのほう

もちょっとそんな感じで捉えとる部分のあった

けん、出たっですが。そのように捉えていただ

くと、話が若干違ってくるというふうに思うん

ですよ。で、今、執行部提案というのは、私は

１３０億と思う。ちょっと話がそれますけど。

執行部提案というは、それはどうですか。今度、

第３案というのは、どのような位置づけになっ

とですか。位置づけがわからぬごとなっていく

とじゃなかですか。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。第３

案につきましては、せんだって亀田委員とか幸

村委員とかとお話しする中で、いろいろお話を

承りながら、私は無機質な状態でつくりますよ

ということをお答えしたかと思います。 

○委員（亀田英雄君） うん。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 要は、それ

に対する数字の根拠とか何かは、私たちは持ち

合わせませんがいいですか。ただ、この様式で

完成させますね。ついては、そちらの御意見を

全部反映させたということでしときますよと。

だから、想定という言葉が何回も出てきたかと

思います。それが第３案ですので、こちらにつ

きましては、特別委員会の委員さん方、一部と

いうふうに表現せないかぬとでしょうけども、

一部の委員さん方から出た案ですということで

表示せざるを得ないかと思います。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、関連で、亀

田さんの関連でよかですか。反論とかじゃなく

て。 

○委員長（前垣信三君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 整理する意味で。私

が受け取っととは、今、亀田委員が言いなる１

３４億、２万３５００平米が執行部案で出た。

で、その後に１万９０００平米ぐらい、私たち

からすると、ごとっと減った案がまた執行部案

として出てきた。それは説明できる範囲という

とば、今、谷脇課長が言ってるのかなと思いま

す。で、今、第３案と言われているのは、成松

案とかもちらっと言われてますけども、私があ

のとき言うたとは、この１３４億の２万３５０

０ば、ごっそりちょっと削り過ぎじゃないかと。

この間ぐらいのやつは何か執行部としては考え
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ていないんですかっていうお尋ねに対して出て

きたのが、それが第３案と思うとですよね。そ

の第３案というのは、私がどうのこうのと言っ

た発議案でも何でもなくて、私はそもそも第一

発目の１３４億の２万３５００平米が妥当じゃ

ないかなという思いから、２万平米切ったやつ

が出てきたので、もうちょっと中間ぐらいで説

明できるやつの案は執行部案としてはないんで

すかと言ったんですが。まあ、執行部とすれば、

それは説明はできますと。できますけれども、

うちの執行部案ではありませんよというような、

くぎを刺されました。それが、成松案みたいな

名前になったので、私もちょっと心外だったか

ら、これは成松案じゃなくて、中間ぐらいのを

出してくれということの話を質問したときに、

じゃあこれは特別委員会案でよろしいですねと

いうことで、私が質問して出てきた案だから、

それでいいでしょう。で、今回、亀田委員含め

た皆さん方が出てきた案が第４案で、これも特

別委員会案だと私は理解しとっですね。だから、

位置づけ的には、多分、私が質問して出てきた

のと、亀田委員もろもろの諸先輩方が質問して

出てきた案は、出てきた案ではあるんだけど、

ただその第３案については、範囲の中だから、

説明は執行部はできます。第４案については、

分散型なので、執行部としては考えてなかった

から説明がなかなかできないんですよという話

というふうに理解は私なりにはしとるんですね。

今、亀田委員がるる質問されとる中の、そこで

本題に戻したときに、両論併記というのも、そ

れもこの間私が言ったと思うんですけども、何

せ時間的なものがあるから両論併記でも構わな

いんじゃないんですかというのは、野﨑委員が

質問された部分ちゅうのは、たしかこの第１の

７ページ目だったと思うとですけれども。庁舎

の分散化による利便性や業務効率の低下という

文言について、野﨑委員がやはり自分たちが主

張しとる分散型のやっぱり意見からすると、こ

の辺が明記されてパブリックコメントをされる

とちょっと違うんじゃないかというふうなニュ

アンスに私は受け取ったので。であるならば、

そういう特別委員会の中からこういう意見が出

ましたよっていうのを、両論併記してでも進め

たほうがいいんじゃないんですか、それは可能

ですかっていう話の中で、執行部が、それもま

た可能ですとようなお話だったので。 

 何はともあれ、こういう未曾有の状況なので、

委員長よろしくお願いしますというお願いをし

て、委員長がそれをまた執行部に確認されて、

可能なのかということで、ここに来たと思うん

ですね。あのとき、橋本隆一委員が、表記とす

れば、両論併記のやり方として、一部委員さん、

私も追従していったと思いますが、一部委員と

いうか、庁舎特別委員会の意見という形で両論

併記していったらいいんではないんですかとい

うようなお話できょうになっているというふう

に理解してますけれども。それは執行部いかが

でしょうか。今の考え方でいいのか。違うなら

違うで言うてもらわぬと、またみんな違う形の

認識で進むとおかしくなるんじゃないの。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。今、

成松委員がおっしゃられたような感じで、私ど

ものほうも受け取っております。 

○委員（成松由紀夫君） じゃあ、いいちゅう

ことですね。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい、それ

でお願いします。 

○委員（亀田英雄君） 初めに課長が言いなっ

たときは、３案が、私、今言う、一部の委員と

かっていう表現じゃなかったですか。４案まで

はいかぬだったでしょう。そして、第２案も一

部の委員じゃなかっですか。一部の委員って表

現があるもんだけん、こげん言うとですたい。

だけん、その位置づけというとが、いかがなも

んかなと私は言いよるとですが。あくまで執行

部提案というのが１３４億で、次、２か３か４
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か、ようわからぬ、話がちょっと今錯綜しとっ

とですが。あとはもう、一部の委員という表記

ばすっとかという話ですよ。部長、谷脇課長ば

っかりで責任を負いきっとですか。谷脇課長だ

けが前面に出てきよっとですが、私は谷脇課長

が大好きばってんが、何か話の間違えればです

たい、人間関係まで悪うなるもんだけん。大事

なときは、部長、答えてくださいよ。 

○財務部長（岩本博文君） はい。おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）総合的にですね、いろいろ判断しまして、

もともとたたき台として私たちは出させていた

だいております。そういうたたき台の中で、い

ろんな御意見をいただくというようなスタンス

です。 

 ですから、この委員会の中で、まず１３４億

という提案に対して出された意見に対して修正

をしたと。そして、さらにその修正案に対して、

また意見をいただいて修正をした。そして、ま

たさらに意見をいただいて修正案が出てきたと

いうことで。最終的にはどれなのかというよう

なことになるかと思いますけれども、その最終

部分にたどり着くのがなかなか難しいというこ

とで、もともと出された１３４億に対する意見

が、両論併記というたら二者択一みたいな形に

なりますけれども、いろんな形で出ております

ので、そういう複数的なところもある程度必要

かなと。その複数的なものも同じような要素も

若干含んだところがございますので、その辺は

取りまとめるようなところも可能ではあります

けれども。 

 ということで、一つがあって、一つがあって

の両論併記ということで極端にまた考えてしま

うと、非常に取りまとめがしにくくなるんじゃ

ないかなという気がいたします。 

○委員（亀田英雄君） で、結局どげんしなっ

とですか。そして、何案あっとですか。どうぞ。

考え方はこれでよかっですが、結局何案あって、

どげん表記の仕方になっとか、今のはわかりに

っかですたいね。イメージがまた壊れてしまっ

たし。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。今、

形上といいますか、今現在テーブルに上がって

おりますのは、３つの案だと認識しております。 

 １つは、そもそも出しました、２万３５００

平米という面積で出した、今、部長が申しまし

たように、１３４億円の事業費。その分でござ

いましたが、それはもう１回執行部でしっかり

煮詰めて、小さくできるところはするというと

ころでやった答えが、１万９８００平米でした

ので、それをもう一つの案と考えております。 

 ２つ目の案は、行き過ぎじゃないかという委

員会の意見の中で、せめて防災機能と市民の活

動拠点の機能はもとに戻せと言われて、だった

らどうなるんだというふうに出したのが、第２

案ですね。要は、２万５００平米です。 

 と、もう一つの案と申しますのが、要は、分

散型にして、支所とかその他の施設を活用する

ことによって本庁が小さくできるだろうという

ことで出された分散型の案。１回出してみまし

たが、ちょっとそれは事務局の捉え方に問題が

あるということで、たたき直してつくったのが、

先日、５月１６日に提出させていただきました、

要は亀田委員初め一部の皆様の考え方が入った

案、これが３つ目でございます。 

 その３つが、だけん、併記するならば並ぶん

じゃなかろうかというふうに考えております。 

○委員（成松由紀夫君） ちょっと確認。じゃ

あ、２万３５００かな、（｢１３４億」と呼ぶ

者あり）は、載せないんですか。我々はその原

案、賛成なんですよね。市民の皆さんの声も、

この状況になったときに、防災機能をしっかり

と充実させて、市民検討会からも上がっている

だろう、るる意見がある中でですね、やはり原

案だったよねというお話が、済みませんが、多

いんです、私の周りは。ほかの委員さん方はど
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うかわかりませんが。その原案は残っているん

ですか、残っていないんですか。それは残しと

かないと、また話がおかしゅうなる。だけん、

４案あると私は思うとっとばってん、どうなん

ですか、そこは。私はそげん説明を聞いとった

けどね、執行部からは。だから、３案に、こな

いだ出てきて、プラス１で４案でしょう。そこ

をはっきりしとかないと。 

○財務部長（岩本博文君） はい。市民検討委

員会で検討していただいて出した案が、たたき

台という名のもとの２万３５００平米。（委員

成松由紀夫君「うん、そうでしょう」と呼ぶ）

これが基本の案として、根本的にたたかれる台

として残っております。これを基本として、面

積を減らした案、そして減らし過ぎて若干プラ

スした案、そして分散を中心とした案というこ

とで考えれば、４つの案が、今この委員会の中

に提示されているような状況です。 

○委員（成松由紀夫君） はい。だと思います。

そういうふうに説明を聞いてたので、第４案ち

ゅうのはこの間出てきた案で、その中で、とに

かく特交だ何だいろんなことを言ってても、確

証があるものはまだ合併特例債しか残ってない

と。確証があるものは、現時点で。そのスケジ

ュールと、やはり市民の方々のいろんな御意見

ですね、この状況で。それをこの間、少しでも

早く、もう皆さんの認識は、少しでも早くやり

たいという認識は一緒なんだと。方向性が一緒

のところでまとめぬといかぬというときに、野

﨑委員が言われたように、なるほど最初からの

主張どおりの考え方でですね、野﨑委員以下皆

さん方の意見からすると、この市民検討会の、

皆さん方のこの市民検討会案ですか。これを、

この中でいけば、やっぱり７ページ目の文言は、

確かに否定的な、分散型に対する否定的な文言

だから、これはちょっとって言われる話が出た

ので。であるならば、そこはちゃんとこういう

意見が委員会の中であったということで、両論

併記しながらでも、一致しているところは一致

しているということで、パブリックコメントに

出してみたらいいじゃないですかっていう話で、

可能ということなので、やっていただきたいと

いうのと。 

 それと、もう１点ですね。一部の委員という

ところで、ちょっと亀田委員が言われた部分も、

私はあのときの記憶ちゅうか、私のとり方ちゅ

うのは、その意見を載せていくっていうところ

に、一部の委員ということだったですよね。で、

私、これ熟読するようにって委員長からのお話

もあって、きょうは臨んでおるんですけれども、

市民検討会の皆さんの意見に対しては、我々、

原案賛成なので。これを見ると、なるほどやっ

ぱり今、今回の、今の被災してからの状況も含

めて考えると、私はですよ、私個人は異論がな

いんですよね、この市民検討会案に対して。だ

から、そういう人間もいるわけですよ。だから、

その中で、この委員会案として、委員会の御意

見として、この分散の部分、業務効率の低下っ

ていうことに、こういう一部の委員からあった

というときに、私は誤解されたくないなってい

う思いがあるので。そこはやはりこの委員会の

中の何々委員からの意見とか、全協のときにつ

くったような形の様式でつくっていただかない

と、市民に私たちはなかなか、――自分の後援

者、いろんな御意見いただく方々に説明ができ

ないので、そこまでしっかりきょうは確認して

いただきたいなっていうふうに思っております。 

○委員長（前垣信三君） はい。私のほうから、

委員長のほうから確認をいたしておきます。 

○委員（成松由紀夫君） いや、私の今、質問

です。 

○委員長（前垣信三君） 答えますか、執行部

から。 

○委員（成松由紀夫君） そこまで可能なんで

すか。両論併記の中で、一部じゃなくて、書き

方が。様式としてそれが可能か可能じゃなかか。 
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○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。委員

会のほうで決まれば、それで可能でございます。 

○委員（成松由紀夫君） そういうことですね。

はい、わかりました。 

○委員長（前垣信三君） はい。今、話があり

ましたように、基本的には早い回にこの委員会

を終結をしないといけないと思います、委員長

としましては。今、出ておりますこのたたき台

について、３の新庁舎建設の考え方、（１）新

庁舎建設の方針で、ここにはっきり１番目に集

中方式とうたってあります。これに集中方式じ

ゃなくて分庁方式もあり得るんですよという書

き方ができるもんかどうか。今、皆さんが審議

されておるのは、３なのか、４なのかという話

なんですが、その前に大事なことはここではな

いかなと思うんですね。ここに併記がなされて、

その後、それに合わせた併記がなされるんであ

ればいいんですけど。まず、一番大事な根本、

順番からいきますと、この本庁舎方式であると

いうところに、分庁舎方式もあり得るという併

記がなされるのかどうか。このあたりが一番大

事なことかと思うんですね。そうでないと、恐

らく審議が先に進まないと思うんですが、執行

部、どう思われますか。 

 はい、谷脇課長。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。今の

委員長のおっしゃり方は、要は、この本編の中

に、組織・機構を集約する本庁方式の中でも、

集約と分散があるというふうに併記するのかと

いう御質問――。 

○委員長（前垣信三君） いや、違います。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） じゃないで

すね。 

○委員長（前垣信三君） 違います、はい。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） であれば、

全くこれとは別のものとして、横にくっつく形。

先ほどから申していますＡ３判の右半分という

言い方をしていますけれども、右半分にそれと

は全く違う文言が併記される。要は、市民検討

委員会から賜ってこちらで整理した文章と、じ

ゃない文章がありますよね。 

○委員長（前垣信三君） はい。そのあたりの

確認ができれば、るる話に出ておりました７ペ

ージの、いかにも集中方式ではないかという文

言があるというところも、併記をすることによ

って、さほど影響はないかなとは思うんですが。

そのあたりを含めて審議をしていかないと、恐

らく堂々めぐりでいつまでも進まないと思うん

ですね。ですから、今、谷脇課長から確認をし

ましたので、Ａ４判がＡ３判になって、分庁舎

方式もあり得るという併記ができるわけですね。

そこだけを確認ができればいいので。そのあた

りを踏まえて、審議をいただきたいと思います。 

 はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。パブリックコメ

ントをですね、早くしたいということで、今も

なかなかまとめに入っていく中で、いろんな意

見があるから、仕方なく両論、２つですね、違

った意見を載せてパブリックコメントを出すん

ですよという話が、今、進んでるんですけど。

よくよく考えてみるとですよ、何も決められな

い会議なんですか、ここは。執行部も何も決め

られない組織なんですか。おかしいでしょう。

だって、私たち議会は、市民の代表なんでしょ

う。代表であって、執行部が出してきたたたき

台、これに反対だから、この特別委員会という

のができたんじゃないんですか、だって。そこ

で、たたき台をたたき直して、谷脇課長は一番

最初のときに、つくってくださいと言わしたで

す、ここで。つくり直してくださいと。そして、

できたやつばパブリックコメント出しますけん

という話で進んできたっですよ。そしたら、前

回のこのスケジュール、何か取ってつけたよう

に出とっとですけど。そして、またこやん意見

があって、別の意見があって、それを出して、

市民の皆さんに選んでもらいます、二択ですと。
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じゃあ、何のために議会があっとですか。おか

しかでしょう、そやんやり方、パブリックコメ

ントで。何も決められぬとやったら、こやん特

別委員会なんてつくる必要ないんですよ、大体。

（｢委員長、よろしいですか。今の……」と呼

ぶ者あり）ちょっと待ってください、まだ質問

中です。今までですよ、パブリックコメントと

かいろんなことをやってきたっですけど、見て

きた中で、役所がですよ、こういう案で成案を

つくりました。これでいいですかという尋ね方

しかしたことないでしょう。二択、三択並べて、

それば市民に選ばするごたっことしたことなか

でしょうもん。そやんやり方おかしかでしょう、

パブリックコメントとして。しかも、パブリッ

クコメントというのは非常に危険ですよ。見る

人もおれば、見らん人もおる。そやん中で、そ

れが市民の意見ですて。しかも、その意見に責

任は持てないでしょう、誰も。責任を持つため

に、この議会というのがあっとでしょう、だっ

て。市の方向性ば決むっとに。そやんやり方お

かしかでしょう。委員長、私はちょっと反対で

す、このやり方には。特別委員会をつくったの

は、執行部が持ってきたたたき台に反対だから、

ここでつくり直しましょうねと、１つの成案を

つくりましょうねということで、特別委員会を

つくったんですから。２つ並べて出すなんて話

はできないですよ。１つのたたき台、成案しか

出せません。 

○委員長（前垣信三君） 執行部に確認をいた

したいと思います。 

 今、本委員会で審議がなされている部分、公

に公表する部分、これは議決事項では私はない

と思うんですが、そのあたりの意見を聞きなが

ら、最終的には、この特別委員会で方向性を決

定する。これは間違いないと思うんですね、ど

ういう形にしろ。そのあたりの認識が、何かこ

うもやっとしとるもんですから、話があっち行

ったり、こっち行ったりするんですが。あくま

でも、ここで審議した内容を市民に公開をして、

市民の意見を聞く。しかし、最終的にはこの委

員会で決定をするというプロセスであると私は

思うんですが、そのあたりは執行部はどう思わ

れますか。これが一番大事なことだと思います。 

○財務部長（岩本博文君） はい。通常であり

ます場合は、野﨑委員がおっしゃったように、

１つの意見に集約されるかと思います。でも、

これだけ議論がいろいろ伯仲する中で、両論併

記というのもありかなというふうに思います。

今回は、先ほども申し上げましたように、たた

き台として御意見をいただきたいというスタン

スで臨んでおりますし、そういう中で、いろん

な意見がありましたというようなところを示し

てパブリックコメントに臨むという姿は、それ

はそれで正しい進め方かなというふうには思っ

てます。 

○委員（野﨑伸也君） 正しくないと思います。

（｢正しくなかったい」と呼ぶ者あり）という

ふうに私は思いますし、議会として、だって、

こやんて特別委員会までつくって何回もやって

いるのにさ、１つの成案もできないちゅうのは

恥ずかしいことですよ、だって。だけんが、議

会として出した案、これをたたき台として出す

でしょう、議会が。提案出すでしょう。だって、

つくってくださいって最初言ったじゃないです

かって。首かしげんちゃよかですよ。手挙げん

でよかです、まだ。そのたたき台ばつくってで

すたい、こっちは出すとだいけん、そればする

かせぬかは執行部の判断なんでしょう、だって、

前から。そればちゃんとのめるのか、のめない

のか、あとはそこで交わえるとこがあるのかど

うかちゅうのば決むっとが執行部なんでしょう。

議会は議会としての案ば出すとだいけんが、そ

のためにここはつくっとっとだいけん、この委

員会ば。それでのめないようであれば、それは

もう、それなりの対応しかないんです、議会は。

いや、いいです、答えなくて、別に。質問して
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いるわけじゃないですもん。 

○委員（成松由紀夫君） なら、よろしいです

か。よかですか、委員長。今、質問じゃないち

ゅうことだったので。委員長、よろしいですか。 

○委員長（前垣信三君） はい、どうぞ。 

○委員（成松由紀夫君） はい。この委員会設

置がですよ、あたかも議会は全部反対なんだか

らできたんだという表現はちょっと控えていた

だきたいというのはあります。というのは、先

ほどから言うように、我々は最初からの執行部

の成案については反対もしてないし、むしろい

い案だと思ってますし、またこの未曾有のです

ね、状況になったとき、今、市民の皆さん方か

ら本当大変な意見を、お叱りも受けています。

それはそれぞれ、その考え方だけじゃありませ

んが、私の中ではですね、もう大方の方々が、

早く議会は進めてくれと、早くつくってくれよ

と、何しよっとかと。特に本町、通町の人たち

は、ハーモニーから総合体育館、うろうろうろ

うろして入れぬかった。通路におった、駐車場

におった、いろいろな御意見でですね、お叱り

も受けとる中で、いろいろな御意見が。結局で

すね、執行部を少し高圧的に、あんたたちがつ

くれて言うたろうが、成案でけんとかじゃなく

て、そこはですね、もう両論併記でもいかない

と決まらないから。この委員会の中で一致をど

うしても見ないから、やむを得ず両論併記とい

うのは、この間出てきた苦渋の決断ですよ。苦

渋の決断の中で相まみえるとすれば、両論併記

で、パブリックコメントで、市民の皆さん方ど

うですか。そして、この市民検討委員会の案で

しょう、これ。市民検討会の皆さんから出てき

た部分についても、やはりこの委員会の中でど

うしても納得できない、のめないという御意見

があれば、それは両論併記してということで、

とにかく１回パブリックコメントまで投げまし

ょうと。これがまた当然返ってくるわけだけん

ですね。これが何か今、話聞いとったら、あた

かもここでつくったやつを市民に投げかけて、

そして、そこで決まるかのような話になっとっ

とですけど、このスケジュールを見たら、取っ

てつけたと先ほど表現があったんですが、そう

じゃなくて、パブコメやります、市民検討会に

も報告されます、そしてまた、ボールが特別委

員会に報告としてまた返ってくる、そして、そ

の中で、またもむわけでしょう。ただ、そのス

ケジュールを少しでも、ああでもない、こうで

もないということよりも進めようということで、

委員長もこの間、執行部と意思確認されて進め

るという話なので。もうそういう形で進めても

らえんですかね。そうせぬと、市民はもう納得

できないと思います。いろいろそれぞれ意見は

ありますが。 

○委員（山本幸廣君） 今、市民は納得いかな

いというのは、それは成松委員の考え方であっ

て。（委員成松由紀夫君「私がとりまきです

ね」と呼ぶ）あなたの考え方であって、私たち

はずっと今回未曾有の中で、私たちは毎日のよ

うに被災者、被災場所、被災者の方々と語って

いますよ、今でも。あなたはあなたの考え方な

んです。あたかも市民が、全員の１２万人の

方々が考えるような意見というのは差し控えて

ください、そういうのは。 

 それはなぜかといいますと、この前の全協で

も、市長、副市長に私のほうから意見を申し上

げました。今、避難場所の方々、そしてまた校

区の方々というのは、やはり公民館、出張所と

いうのをですね、利活用、活用していただきた

いと。そこが一番のですね、ワンストップの窓

口なんですということなんですよ。それがもう

大半ですよ、今。逆に、この大地震のおかげで

ですよ。 

 だからこそ、私は、もとに返りますけど、そ

ういう市民の方々が、ほとんどの方々がそうい

う意向、成松委員が言われた意向というのは、

私はないと思う、はっきり言ってから。そこは
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明確な私の考えですからですね。 

 それと、これは私からですね、委員長、ひと

つ確認をさせてください。あたかも１３４億と

いうのが、それは執行部の最初から考えた私は

成案ということじゃないと思う。その前は７８

億じゃなかったですか。７８億だったでしょう。

（｢一番最初は７８億」と呼ぶ者あり）一番最

初は。資料を持ってきてますよ。７８億だった。

７８億の根拠について、いいですか、７８億の

根拠、これが、７８億は、６８億が建設関係、

それから外柵から解体工事が１０億円、これで

あなた方が参考に書いているのが、３０平米で

６５４人という数字を書いてあります。それか

らが、あなた方、１３４億あったのが７９９人

じゃないですか。我々は平米単価を含むであり

ますけど、これは資材の高騰なり、人件費の高

騰というのが理由でした、１３４億というのは。

今のこの状況の中でですよ、まだ資材の高騰と

いうのは上がったのですか、上がってないんで

すか、この大地震と東京オリンピックの中で。

そういうのを精査するのもですね、この特別委

員会の使命なんですよ。 

 財政を見てくださいよ。今の八代市の財政と

いうのは大変な財政ですよ。そこあたりを含め

ながら、これからやっぱし専決をして２０億も、

それから仮設のプレハブも一緒ですよ、皆さん

が（聴取不能）きた。ほとんど、きょうもマス

コミの報道しておられましたように、私は全額

補助金が来るだろうと、激甚も含めて。いわゆ

る特例の措置もないような状況で、今、一生懸

命、国会議員の先生なり、――政府としては特

例の措置については時期尚早であると副総理が

言っているじゃないですか。そういうことは予

備費で賄いますよて。これで我慢しなさいよと

いうのが今の政府の現状やないですか。そうい

う状況を考えればですよ、もう少し私たちは真

剣に、本当に１３４億が成案だったのかという

ことを執行部は考えてください。もともと７８

億が成案ですよ。それからスタートしたんです

から。私は、ばってんが５案と思っているんで

すよ、今でも。だからこそ、今まで議論がなっ

てきたんじゃないですか。委員長。前に進めて

ください。早くつくるなら、委員長、早くつく

るならば――。 

○委員（成松由紀夫君） いや、山本委員。今、

言われた部分でですね、市民全員がそう言って

るじゃなくて、大方、私の周りのです。それぞ

れ皆さん違うと思いますが、大方の中で、早く、

少しでも早くつくってほしいと。皆さん方も少

しでも早くつくりたい。そこは一致しているわ

けであって。ただ、集中方式というところは、

今、避難されている方々の意見もですね、――

だから、公民館の問題、その避難箇所の問題に

ついても、この間発言したように、それはそれ

で、また企画ですかね、どこになるか、別のと

ころで考えるべきで。それはそれで進めていか

ないかぬと思うとるんですよ。ただ、やっぱ本

庁、新庁舎の部分ちゅうのは、やっぱどうして

も１日も早く進めんと。これ、決まらないでし

ょう。市民の皆さんがやっぱいろんな意見の中

で、言われている中で、これを進めていくとい

うことになると、７８と言われますが、これは

単純に坪単価、平米単価の問題でしょう。ある

いは、２３年の試算で７８、大丈夫ですか。そ

れで現時点で試算した。で、１３４億。あれ、

３５万が５０万になったと思うんですよね。だ

から、それはもう環境センターの分も一緒です。

２４年９月の段階と２５年で全然また単価は変

わった。今、山本委員御指摘のとおり、じゃあ

震災も来たぞ、東京オリンピックもあっぞ、ま

だ上がらせぬかい、そこの部分で財政問題を俺

は心配してるんだという御意見もわかります。

だから、──ただその中で、やはり少しでも早

くやらなきゃいかぬということはですね、きら

びやかなものをつくるんではなくて、もともと

の成案は、７８億と１３４億の規模と機能と予
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算ちゅうとは一緒なんですね。金額が上がった

ちゅうだけで、平米単価が。だから、そういう

ふうに私は理解してていいんでしょう、７８と

１３４億は。 

○委員（山本幸廣君） 成松委員が言われたで

すね、――どうぞ、そこ挙手しなさい、挙手ば。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。平成

２５年度末と平成２６年度末の２カ年にわたり

まして、財政計画のほうをつくらせていただき

ました。当時は、まだ新庁舎建設というのが、

まだ場所を決めている段階でして、どのくらい

の規模なのかというところで、先進地事例、当

時の平成２３年度の事例、平成２３年までの事

例をもとに、大体１万９６２０平米ぐらいなの

かなというところではじいたものです。１万９

６２０平米です。それに、当時の単価でありま

した３４万６０００円を掛けておりますので、

７８億。これは、これでできるんだというため

に出した数字ではございません。これは、何回

も特別委員会で申しましたが、財政計画をつく

る際にはどうしても幾らぐらい借金するのか、

その借金の返済計画はどうなるのかというのを

押さえないと、経常経費が固まらないものです

から、ある程度の数字を入れます。そのある程

度の数字を入れた数値と事業費が７８億円だっ

たということでございまして、それで１回、１

回というか、何回も説明はさせていただいてお

るかと思います。 

 以上です。 

○委員（成松由紀夫君） それが５０万になっ

たということでよかったいね。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。 

○委員（成松由紀夫君） はい、了解しました。 

○委員（山本幸廣君） 谷脇課長にお願いした

いのは、あたかも私たちが、私が言っているの

は、７８億が間違っているような感じをですね、

今受けたんですけども、間違ってないんですよ。

先進地をあなた方が視察をして、そして数字を

出されたんじゃないですか、この７８億という

のは。私たちの特別委員会なり会派で視察を、

いろんなところを視察を、先進地視察をしてき

ましたよ。例を申し上げれば、岐阜県の小牧市

（｢小牧市」と呼ぶ者あり）小牧市。同じ人口

で４０何億だったですよ。皆さん全部、ほとん

どの方々が、――あれ自民党だったかな、視察

行ってから。（｢自民党、一緒に行ったですた

い」と呼ぶ者あり）一緒に行きましたよ。すば

らしい庁舎が建ってましたよ、その当時。だか

ら、これは大変議論したんですよ、７８億とい

うのは。そこあたりは間違えないようにしてく

ださい。理解をしてください。いいですね。 

○委員長（前垣信三君） 小会とします。 

（午前１０時４８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０１分 本会） 

○委員長（前垣信三君） 本会に戻します。 

 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。前回の委員会の

中で、分散型については、課題についてちょっ

と申し上げました。ただ、お答えは要りません。

先ほどちょっと小会のとき申し上げましたよう

に、執行部じゃないから、委員さんがですね、

答弁は十分じゃないだろうということで、その

まま配慮をしたつもりであります。大きな気持

ちでですよ、ここは先ほど委員長が言われたよ

うに、幾つか案がありますので、それを併記し

て出したほうがいい、先に進むためにはですよ。

というふうに私は思っております。 

○委員（野﨑伸也君） はい。私はそれは反対

だと思います。今までずっといろいろ話を執行

部としてきたですけど、結局、執行部案という

のは一番最初に出された、多分、何案かわから

ぬですけど、それが成案ですということでした

んで、とりあえず意見ばいただきたいという話

ば、きょうはちょっとニュアンスが変わってき

たばってんですね、一番最初のときは違ったで
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すけど、そやんふうな思いで今やっていますよ

って、執行部であったんですから、じゃあ、特

別委員会は特別委員会のちゃんとした成案を、

基本構想の成案をですね、１つのまとめたやつ

を出すべきですよ。二案、両論併記でやりたい

という話、パブリックコメントで。であれば、

執行部案と特別委員会案というのを出せばいい

んじゃないんですか。私はそれでいいと思いま

すよ。私はそうしてもらいたいと思います。 

○委員長（前垣信三君） はい、委員長から確

認をいたします。 

 今、併記ということ、皆さん方が了解をして

いただいたと思いますが、併記の中に幾つか、

２つじゃなくて、３つ、４つの併記があり得る

かもしれませんね、併記としては。それはあく

までも、１つであろうが、３つであろうが、特

別委員会の案ということには間違いはないと私

は思うんです。そういった併記の仕方であれば、

執行部案と特別委員会の案という併記の仕方が

あるかなと思います。何遍も申し上げますが、

これは決定事項ではないんですから。これを市

民に見ていただいて、その後のプロセスの中の

１つの過程だと思うんですね。これをしなくて

委員会で最終決定ができるのであれば、非常に

委員長としては楽なんですが。１つのプロセス

を通じて最終的な方向へ向かうためには、なる

べくこのあたりの審議を早目にしていかないと

いけないと思うんです。ですから、皆さん方に

いろいろ異論はあるとは思いますが、委員会案

として幾つも併記をされることは差し支えがな

いのかどうか、まず執行部に確認をしたいと思

います。 

○財務部長（岩本博文君） はい。当初はです

ね、やはり１つにまとまってというところで、

これをつくり上げていきたいというような計画

を持っておりましたけれども、時間、何回も何

回もするうちに、いろんな案が出てきたという

ような今の状況であれば、１つのたたき台が、

基本的な案が示されて、複数の案が特別委員会

の中でいろんな形で出て提案されたということ

で、複数案の提起が、委員会としていろいろ意

見として出たというような位置づけで、パブリ

ックコメントに入らせていただければいいかな

というふうに思っています。 

○委員（山本幸廣君） 私たちはそういう考え

は持ちません。私は、やっぱし特別委員会は特

別委員会できちっと新庁舎建設というのをです

ね、規模や面積なり、そういう中で提案をされ

たわけですから。それについて、特別委員会と

しては、市民検討委員会からたくさんの市民の

方々の意見をですね、しっかり把握しながら、

その調査をしていくんですよ。調査結果、特別

委員会で私はすばらしい案をつくりたいと、つ

くらなきゃいけないという、そういう使命感が

あるんじゃないですか、特別委員会というのは。

私、そういうような併記は、――私は併記って

余り好きじゃないんですよ。軍隊行きたくない

もんだいけんですから。そういうことです。 

○委員長（前垣信三君） ほかに御意見ござい

ませんか。 

 はい、増田委員。 

○委員（増田一喜君） ちょっと聞きよるとで

すね、前回、併記ということも、私は確認され

たというふうに認識はしているんですけれども。

それが、きょうは違うというふうに。だから、

特別委員会として、何か総意としてそれを出さ

れるというのは、ちょっとまた違うんじゃない

かな。意味が違うんじゃないかなと。だって、

まだ執行部案に賛成ちゅうか、理解している委

員さんもおられるし、いや、違うんだよもおら

れるから。だから、委員会としての見解じゃな

いんじゃないかなと思うんだけど。そういう併

記の仕方はないんじゃないかな。一応名前は出

さなくても、誰々委員と名前を出さなくて、委

員の中からこういう意見がありましたという形

の併記であればいいんでしょうけれども、会と
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して、委員会として、併記というのは、いささ

かぴんとこないところがあります。そのあたり

はどうですか。 

○委員（山本幸廣君） 併記というか、先ほど

来、うちの嶋田君が小会中に説明したでしょう。

最終的には市長が決められるんですよ、市長が。

どちらを参考にされるかというのは、市長が総

合的に判断をされるんですよ。だからこそ、特

別委員会で、集中型、分散型の中で意見が分か

れとるというのは現実じゃないですか。それを

どうやってまとめていくかというのが、特別委

員会のですね、私、使命と思いますよ。併記、

併記と言うても、併記じゃないんですよ。提案

ですよ。調査した結果、特別委員会としては、

このようにして市長に提案しますと。（｢御提

案っていう」と呼ぶ者あり）いうことなんです

よ。御提案ですよ。御をつけましょう、御提案

ですよ。そこはみんな理解せぬでさ、もうスタ

ートから間違っているんですよ、そういう考え

は。委員長、進めてください。早く、早く――。 

○委員（橋本幸一君） 私はパブリックコメン

トの前の段階という……。パブリックコメント

の前の段階という意味ではですね、私はこの特

別委員会でもいろんな意見が出たというのを、

私は市民の皆さんに知らしめても結構と思うん

ですね。その中から、いろんなまた市民の皆さ

んの反応というのも出てくると思います。それ

からの、私は特別委員会の方向性の決定につな

がっていくと、私はそう思っておりますので。

前回、委員会で決定されたとおり、私は進めて

いただきたいと思っております。（委員山本幸

廣君「当たり前のことだっけん、委員長、進め

てください。ああだ、こうだ、もう聞きたくな

い」と呼ぶ） 

○委員（幸村香代子君） 確かにですね、今ま

で言われているように、特別委員会は調査機関

でありますから、最終的には市長が提案をまた

再度されるというふうになってくると思うんで

すね。私としては、特別委員会をつくった意味

はあったというふうに思っています。それはで

すね、やっぱりこの分散型とかっていうことに

ついて、やっぱりテーブルにのってきたと。き

ちんと分散型、集中型というふうな２つの議論

があっている中で、そういったふうな議論があ

るんですよということを、やっぱりテーブルに

上げられたということについてはですね、非常

に特別委員会の意味はあったというふうに思っ

ています。 

 そうすると、今後の進め方ということになる

んですが、今、もう特別委員会として一本化の

案で出すべきじゃないかというふうな御意見も

ありますけれども、そういったふうに一本化す

るとかっていうのは、まだ次の段階でもできる

というふうに思います。パブリックコメントと

いうふうなやり方もあるということですが、そ

れにつけ加えてですね、市民の皆さんにきちん

と説明をする。市民対象に説明をする市民説明

会、こういったこともですね、含めてやってい

ただきたいと。市民検討会あたりにまたもう一

回戻すというふうな話もありますし、パブリッ

クコメントもありますけれども、広くですね、

いろんな関心が高くなっています。さっきの成

松委員も言われた、山本委員も言われたように、

多種多様な市民の皆さんの意見があるわけです

から、校区単位、また全体的な単位の中でです

ね、細かに市民への説明会、その市民説明会を

する上でも、こういったふうな案があるんだと

いうことをきちんと出すということは必要なこ

とじゃないかなというふうに思うところです。 

○委員長（前垣信三君） 今、幸村副委員長か

らの発言もありましたが、基本的にはパブリッ

クコメントという手法で市民にお知らせをする、

その前のまとめということでありますので。併

記といいますと、２つという意味じゃなくて並

べるということですから、こんな意見がありま

す、こんな意見があります、誰それが言ったと
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いうことではなくて、こういった意見があると

いうことを市民にお知らせをする、それがまず

パブリックコメントではなかろうかなと思いま

すから、それを踏まえた上で、最終的には市長

から提案があり、また委員会なり、議会が審議

をすることだと思うんですね。パブリックコメ

ントが基本的には１カ月間かな、期間が。期間

があるんですか。おおよそ１カ月間としますと、

きょう終わったとして、これから１カ月間パブ

リックコメントにかけてやっていきましても、

恐らく１２月議会あたりまでには具体的な案は

出てこないような気がします。分庁舎にするか、

新庁舎にするかという話も出てきますが。です

から、考え方はですね、この委員会は議会で選

ばれた委員会だから、決定機関だからというこ

ともわかります。しかし、プロセスとしては、

こういったプロセスを踏まえた上でパブリック

コメントを早く出さんといかぬということであ

れば、皆さん方にそのあたりのことを認識をい

ただいて審議をしていただかんと、いつまでた

っても同じ、堂々、繰り返しかと思います。御

意見はあるとは思いますが、何しろせっかくこ

こで審議すると前回決めたんですから、これに

ついて、いや審議しませんという話ではなくて、

いろんな附帯事項を記載しながら、併記という

形で進めるということで。まずは、この３番、

４番について、皆さん方の御意見を伺って、進

めないといけないのかと委員長は思います。で、

一番のネックが、この３番の頭にある新庁舎は

集中方式であるということの隣に、分庁方式で

もあるというお知らせの仕方があるとすれば、

そのあたりを選択肢ということで考えていただ

いて、皆さん方の意見を併記しながら、早急に

進めていきたいと思います。いかがなものでし

ょうか。御意見を伺いたいと思います。 

 はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい。前回まで確認し

た中で、そのような話だったとは、ちょっと記

憶の片隅にありましたものですから、進め方と

しては大方いいんですが、私が初めにこだわっ

たように、表記の位置づけですよ。どこから出

てきたという話で聞いたときに、ある一部の委

員という表現だったでしょう。それはおかしい

という話ばしたっですよ。それで大分違います

もん。だけん、そこばですね、しっかり確認せ

んと、やっぱりだけんずっと堂々めぐりの話に

なってくるとですよ。 

 だけん、執行部はですよ、あれだけ話ばした

っだいけんが、無機質で対応しますねという、

断らんでもですよ、こげんしてガードをせぬで

もですたい、委員会で多数決とればそげんなっ

とですけん。そいばってん、せぬで、委員長の

配慮でせぬとですけんが。一生懸命理解する努

力ばやっぱせんば、わからぬですよ。それが全

然なかっだもん。ある一部の委員の案ですもん

というぐらいの話では、それは野﨑君の話にな

るですたい、ここで決めましょうて。そこばど

げんか、みんなの胸に来るような話で落ちつけ

ばいいんじゃないですか。 

○委員（幸村香代子君） その意見についてな

んですが、例えば今回の基本構想の案ですよね、

これはコンサルに出してあって、――先ほど市

民検討会の意見というふうに言われますけれど

も、基本的にはもうコンサルに出してあって、

集中型できちんと成案化されたものです。そう

いったふうな取り扱いの中で、非常に分散型、

絶対相対するですね、分散型については、非常

に、もうざっくばらんに言いますけれども、本

当に苦労しながら、苦労しながら相談をさせて

いただきながら、提案をお願いした分になりま

す。それが同じようにですね、扱われていくと

いうこととか、力の入れ方の違い、もっともっ

と成案化になってくるプロセスの中でですね、

大きく違うということだけはですね、御認識を

いただきたいというふうに思います。 

 それと、特別委員会の中で、先ほど併記をと
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いうことがありましたけれども、先ほど成松委

員のほうから、委員名も書いてということであ

りましたが、そうではなくって、特別委員会の

中の意見としてあるというふうな位置づけとし

て表記をお願いしたいと思いますが、皆さん、

いかがでしょうか。 

○委員（成松由紀夫君） やっぱりですね、そ

こは何ですか、議会広報でも採決でも名前が出

ているように、やっぱ誰々委員がこういう意見

だということをはっきり言わないと、やっぱそ

こ責任を負わないと、無責任な話になりません

かね。そうせぬと――。 

○委員（幸村香代子君） いやいや、そうなり

ませんよ。 

○委員（成松由紀夫君） この委員会で、例え

ば、私、所属しとっですよね。分散型の意見で

こう出てきたときに、それはお前たちも賛成し

とっとかみたいな、どうなんだということをで

すね、市民から言われたときに、いやいや、あ

れは違うんですよという話にはならぬからです

ね。だから、言いたい放題にならぬためにも、

やっぱりそれなりにみんな責任持って言われた

ほうがいいんじゃないかなという意見です。 

○委員（幸村香代子君） はい。私はね、そう

じゃないというふうに思うんですよ。例えば、

これについて、成松委員、ずっとさっきから、

これでいいと思っているんですよということで

あれば、これでいいんですよという意見が併記

されればいいだけの話だから。（委員成松由紀

夫君「ああ、そういうことね」と呼ぶ）うん、

これでいいんですよって（｢それ、成松委員っ

てなります」と呼ぶ者あり）成松委員じゃなく

て、これでいいですよという意見と、それでは

違うという意見が出ているわけだから、まとめ

た案に対して、いいという意見もあれば、そう

じゃないという意見もあるというふうに併記し

ていっていいというふうに思います。だから、

個人名をですね、出される必要はなくって、も

しそんなふうに問い合わせがあれば、自分はこ

この分だったんだと、いいって言ったんだとい

うふうに御説明されればいいというふうに思い

ますけれど。（委員成松由紀夫君「了解しまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（前垣信三君） ほかに御意見ござい

ませんか。 

○委員（村上光則君） 基本構想としてですよ、

集中型か分散型かちゅうことを、きょう決めて

もらえないでしょうかね。それが決まらんと、

もう進まんでしょう。何回寄った、集まっても、

会議しても。（｢委員長、進めてください。議

事進行」と呼ぶ者あり）議事進行ってあるもん

か。 

○委員（野﨑伸也君） いろいろ話が出とるば

ってん、結局、この特別委員会案というのはつ

くらないんですか、じゃあ。その両論併記とか

っていう話になると。俺、そこが気になっとる

だけですたい。だけん、両論併記とかっていう、

誰々が出した意見ですという、意見なんてそれ

は誰でもいつでもあっですたい。それは議会だ

いけん。いろんな委員会の中でもあっでしょう、

だってそれ。そやんとば、一々ずっと載せてい

くかという話でしょう。最終的に、議会という

のはこやんふうに決めた、特別委員会はこやん

ふうに決めたんですというとば、だって１つの

案として示さんばおかしいでしょう、だってそ

れは。そればさっきからずっと言いよっとです

よ。だけん、結局的に、今、村上さんが言わし

たばってん、早く進めたいのであれば、もう結

果的に、集中型なのか、分散型なのかという、

決めれば決まるだけですよ。（委員村上光則君

「それ決めても、委員長」と呼ぶ）だけん、こ

の特別委員会はそれで決めましたという話ばつ

くればいいんだもん、だって。そやんと思いま

すよ。 

○委員（村上光則君） はい。最終的には、先

ほど言われたように、市長が決むっとでしょう。



 

－17－

なら、集中型か、分散型かを決めてよかですた

い。それは、この特別委員会だから、ここで決

めてよかっじゃなかですか。それを決めぬと、

もう何回会議しても一緒ですよ。 

○委員長（前垣信三君） はい。皆さん、おっ

しゃることはよくわかるんですが、よくわかる

んですが、あくまでもこのパブリックコメント

は決定事項ではないんです。こういった意見が

あるということを皆さん方にお知らせすること

ですから。最終的には、皆さん方が、どういう

方向にするかは決定いただく。あくまでもこれ

はお知らせするためのプロセスです。ですから、

ここで決めんといかぬという話になると、もう

なかなか先に進まないと思う。ですから、あく

までもこれはパブリックコメントのための提案

事項であって、名前を書く、書かぬは別として、

こういった意見があるということを皆さんにお

示しする。そして、このプロセスを踏んでいか

んといかぬと思います。最終的にここに上がっ

てきたときに、集中方式にするのか、分庁方式

にするのかは、皆さん方の審議を経て、それこ

そ採決でもしないといけないとは思いますが、

プロセスとしては、これをまず進めてやらない

と、執行部が先に進まないということですから、

そのあたりの御理解をいただきたいと思います。

よろしいですか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（前垣信三君） それでは、審査をも

とに戻します。 

 この新庁舎建設の考え方の１、本庁舎の概要

については、先ほども言いましたように、Ａ４

判からＡ３判にして、分庁方式も併記するとい

うことで御確認をいただきたいと思います。よ

ろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） 済みません、先ばとっ

とかもしれぬとですが、今回、この次の議会、

会議に提案さるっとですよね。私たちの目の前

に持ってこらるっとですよね。私たちは確認で

くっとですよね。（｢そうそうそう、それは聞

いとかぬばいかぬ」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前垣信三君） それでは、執行部に

確認をいたします。 

 今から審議をいたします事項については、併

記をした、並べてＡ３判にしたものを、次回提

出ができますか。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。前回、

１６日でしたっけ、の委員会の中で、併記する

文言につきましては委員長一任でということで、

たしか皆さん了解されたかと思いますが。

（｢ああ、最後ね」と呼ぶ者あり）最後に。で

すから、そこで余り、ああじゃない、こうじゃ

ないとならぬようにするためには、併記する内

容もある程度、こちらの、この場で言っていて

いただければ、私たち事務局のほうは変えてい

きたいと思います。 

○委員長（前垣信三君） 何か今の執行部の案

に対して御意見がありますか。 

 はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） だから、今までの議論

があったんですよねと思うとですたい。そこば

最大尊重してもろうて、つくってもろうて、ま

た出してもらえれば、委員長が、──あとは委

員長判断ですよ。私に任せてくれと言えばそう

だし、やっぱ見たがよかよと判断されれば、次

回の会議に出してもらえれば。 

 冒頭にそれば聞いたところで、一部の委員と

いう表現だったもんですけん、そこが一番のき

ょうの会議のつまずきのもとですもん。そやん

でしょう。と私は思うとですが。そこをしっか

りしてもらわぬと。だけん多数決になっていく

という話になっていくとですけん。 

○委員（成松由紀夫君） 関連です。この間の

最後の部分での取りまとめ的な話が、そこにい

ったですよね。委員長一任という話も、やっぱ

り併記する内容というのは、言われた委員さん

が、やっぱ骨子ちゅうか、その意見の内容ちゅ
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うのは、その言われる委員さんしかわからぬわ

けだけんで。それを言われた部分を、あとは委

員長が確認して、御本人と見て、併案を載せる

ということで。私はあのときは、――あのとき

の話ですね。きょう一発でまた全部その意見が

出て、そして、それをそのまますぐパブコメ行

きましょうよだったんですけども、橋本幸一委

員のほうからは、いや２回必要じゃないかとい

うところが、いわゆる併記される部分の骨子の

委員長確認と、また御本人の確認ということに

なるんで。そこの文章の骨子ちゅうか、意見の

骨子は、やっぱその言われた委員さんの部分を

委員長が取りまとめして一任ということで、こ

の間終わったというふうに認識しておりますが、

そういう話じゃなかったですかね。 

○委員長（前垣信三君） 今、次回までにどう

するかという話だとは思いますが、基本的に執

行部がそれなりの提案をしてくれます。当然、

それが次の委員会で皆さん方に確認はしていた

だきます。（｢委員長、いいですか」と呼ぶ者

あり）事前に私が確認はしますよ。そして、必

要であれば皆さん方のほうにお配りするような

形はとります。ただ次回は、それは一堂に会し

て確認ができませんから、次回の委員会でそれ

を一同に確認をしていただきたいとは思います。

（｢委員長、よろしいですか」と呼ぶ者あり） 

○委員（亀田英雄君） 議事録そうだったんで

しょうけど、執行部のあって説明もですたい、

２案、じゃあ３案だ、４案だというふうに、ず

っと変わってくるじゃなかですか。やっぱりそ

こがしっかりせぬなおって、あと委員長一任だ

ったですよねと言われてもですよ、決まっとら

んだったし何も、実際、執行部の中でも。それ

は決まっとらんだったままですたい。あと委員

長一任という、今、（聴取不能）をとられる格

好でも。委員長も困ると思うとですよね、困ら

れると。３案出てきたっですばい、４案も。３

案と言うたら、４案と出てきた、しっかりした

ものじゃなかったですよ、きょうはそれば問わ

れるまでに。 

○委員長（前垣信三君） はい、わかりました。

それじゃあ、確認。皆さん方と認識を共有した

いと思います。 

 今まで出た案は、前回、数名の方からお出し

いただいた分庁に係る案、これを３案とします。 

 皆さん方、確認をしてください。 

 １回目の１３４億円から、そして、２回目に

千九百どんだけって出たかな、２案の。そして、

それに対して、分庁の意を持った３案が出たと。

これで統一しましょう。１、２、３、４とか言

っとっとわかりませんから。確かに案は幾つか

出ましたけれども、１３４億から集中型の提案

が最初に出て、そして、分庁の形が出たと。３

案という認識でこれから通していきたいと思い

ますが、よろしいですか。（｢委員長、分散型

の――」と呼ぶ者あり）また、３案の４案とい

うとなると、またややこしくなる。 

○委員（成松由紀夫君） いや、４で決めたほ

うがいいんじゃないですか。出てきた経緯あっ

とだいけん。（｢４がなかっですけん」「これ

は３」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前垣信三君） 何が。だけんでたい、

だけん、今、私が確認しようとたい。３だった

り、４だったり、５だったと言わぬでたい、も

う原案と、そして、いろいろ協議して集中案の

訂正した案と、それと分庁するという３案とい

う確認をしていただかぬと、もう３案の４案の

と、それくらいの話で時間とっとってもったい

ないですから、そのあたりの認識は共有してい

ただきたい。これは委員長からのお願いです。 

 はい。当初は１３４億円。そして、集中型で

いろいろ変更があって出た案が２案。そして、

分庁を含めて出た案が３案。これに３案と書い

てあるんです、実は。ですから、そのあたりの

認識はしていただきたいと思います。 

○委員（成松由紀夫君） その２番目はどっち
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ですか。 

○委員長（前垣信三君） ２番目は最終的に―

―。 

○委員（成松由紀夫君） ほら、成松案とかそ

ういうことを言わるっけんですね。 

○委員（山本幸廣君） そがんだったろうが、

最初。 

○委員（成松由紀夫君） 違う、違う。ぶった

切ったやつがあったじゃないですか。 

○委員（山本幸廣君） あって、委員会じゃな

くて、執行部が言うたんだいけん、成松案って。

（｢そうそう」と呼ぶ者あり）成松案って言う

たやん、執行部が。（｢言うた、言うた」と呼

ぶ者あり）言うたよ、議事録持っとるばい、俺

どま。 

○委員（成松由紀夫君） 俺が案がじゃなかも

ん。 

○委員（山本幸廣君） 俺が案じゃなかろうば

ってん、そがん言うたっだいけん。 

○委員（成松由紀夫君） だけん、どっちです

か、２番目の案は。 

○委員（幸村香代子君） １万９８６０か、２

万４９５か。 

○委員長（前垣信三君） はい、減った部分で

す。最終的に減った部分です。（｢１１３億だ

ろう」と呼ぶ者あり）そうです。要は、多過ぎ

るから減らしましたよね、２週間で。それは２

案じゃなくて、そして委員の意見が出て、最終、

今のところの最終案が出たじゃないですか。

（｢済みません、ちょっといいですか」と呼ぶ

者あり）ちょっと待ってください。そのあたり

の確認を皆さんと共有しとかんといかぬけん。

いやいや、４案でよかちゅうとなら、４案でよ

かっですよ、別に。ただ、３案の４案のともめ

とっちゃ、時間がもったいないけん、共通認識

をしようというだけの話。 

○委員（成松由紀夫君） だけん、一番安かや

つを切るっちゅうこうとですね。一番安かやつ

ばもう外すということですね。真ん中のやつば

切っとですか。どっちですか。 

○委員長（前垣信三君） ああ、真ん中のやつ

を切っとです。 

○委員（成松由紀夫君） 真ん前のやつば切る

ということですね。 

○委員長（前垣信三君） そうです、そうです。 

○委員（成松由紀夫君） ああ。 

○委員（幸村香代子君） 真ん中というとが何

かが。 

○委員（成松由紀夫君） いやいや、一番高か

と、安かと、真ん中のが出たですたい。それの

真ん中を切る。 

○委員（幸村香代子君） ああ、はい、はい。 

○委員長（前垣信三君） 真ん中です。（｢成

松案は廃案ちゅうことです」と呼ぶ者あり） 

○委員（村上光則君） 成松案が廃案か。 

○委員（成松由紀夫君） 俺が案じゃなかった

もん、だって。 

○委員長（前垣信三君） いやいや、もう、済

みません。 

 はい、橋本隆一委員。 

○委員（橋本隆一君） ちょっと確認させてい

ただきたいんですが、大きく考えると、２案し

かないんですよね。 

○委員長（前垣信三君） もうそぎゃんこと言

うとやめよう。おら、腹かくぞ。 

○委員（橋本隆一君） だから、その中で、さ

っき言った、分庁方式の集中型というのは３案

ありますよということと、分散型は今度３案出

ましたよね。ですから、分散型もこの１、２、

３番目が出たわけですから、大きくは２案ある

中で、その中で集中型の方に関してこういう考

え方がありました。また、執行部の案としては

こういうことがありました。分散型に関しては

こういうことがありましたということをパブリ

ックコメントで説明しないと、余計こんがらが

るので、大きくは２つなんだと。分散型か集中
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型かですよということ。それをまずきちんと押

さえとかないと、私は、聞く人は結局何型かい

となると思うんですけども、どうなんですかね。 

○委員長（前垣信三君） はい、執行部に確認

をします。 

 この併記をされるときに、１案、２案、３案、

４案という併記をしますか。そこを確認します。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、済みません、

関連でもう１個、今の委員長の――。 

○委員長（前垣信三君） ちょっと待ってくだ

さい。今、答えを聞きます。 

 基本的にはですね、新庁舎方式を集中方式に

するか、分庁方式にするかを書けばよか話です

から。そのもっと後の話ですよ、何平米にする

とか、どうこうするちゅう話は。（｢そうそう、

それを決めれば、あとはどうにでもでくっとた

い」と呼ぶ者あり）今回、皆さん方に審議して

いただくのが、４ページ目の、分庁方式もあり

ますよというのを併記で。ただ、今、話の中で、

３回の、４回のと回数にこだわられるから、共

通認識を持って、３回にしましょうかと言った

だけで。いや、４回でなからんばいかぬという

なら、４回でよかっですよ。それは皆さん方の

判断です。私は皆さん方にお諮りしとっとだけ

ん。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、済みません。

そもそも論ば整理してよかですか。確認が。こ

れ、要するに、市民検討会のこの意見に対して

併記の話だったですよね、パブリックコメント。 

○委員長（前垣信三君） そうです。 

○委員（成松由紀夫君） ただそれだけだいけ

ん、そこば１、２、３、４ということではなく

て、この御意見に対してこうですよというとば、

大体きょう持ち寄って言うという話だったでし

ょう。ですよね。そこで、だけん１、２、３、

４というのは、委員さん方にはそれぞれ基本的

な考え方があるんでしょうけど。この文章に対

してどうなのということを、皆さん、言ってい

ただくということに、また原点回帰してもらわ

ぬと、１、２とか、３とか、あれがっちゅうこ

とじゃないんじゃない。 

○委員長（前垣信三君） いやいやいや、それ

は委員長から申し上げますが、基本的には併記

をすると。分庁方式にするという併記です。

（｢分散」と呼ぶ者あり）ただ、今、審議の中

で、３回か４回かという話がありましたから、

皆さん方の共通認識を持ちましょうと。これは、

これには関係ないですよ。共通認識で３回とい

う認識をさせてもらいました。それで今、橋本

隆一委員がおっしゃるのは、大きく分けると２

案。それは、この後の話だと思うんです。今回

の審議の中では、この１０ページ目に関して併

記をしますよということで御了解をいただかぬ

と先に進まないと思います。よかですか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（前垣信三君） あと、新庁舎は市民

のための市民にやさしい庁舎とする。間違いな

いと思います。はい。可能な限り仮設庁舎をつ

くらないで新庁舎を建設する。これは、時期が

時期だけに、なかなか当てはまらない文言があ

ると思いますが、ここは執行部が上手に案をつ

くってみてください。それを――。 

 はい、谷脇課長。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） ただいまお

っしゃられました部分でございますが、市民検

討委員会、今の話ともちょっと前後するところ

はありますけれども、そもそも出しました２万

３５００平米の面積で１３４億円というとが、

このスタートでございました。こちらは、あく

までも市民検討委員会の意見をもとに試算した

らこうなりましたということで出させてもらっ

ておりましたものですから、私たちもかなり抵

抗した部分もあるかと思います。それをもとに

まずつくっております。 

 同様に、今度、加えて震災が起きてしまいま

した。今、委員長がおっしゃられましたとおり、
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もうプレハブといいますか、仮庁舎をつくらざ

るを得ない状況、本庁舎が使えない状況になっ

ておりますので。そういうことがありますんで、

その辺は近々のうちにですね、市民検討委員会

のほうに、あくまでも集中、分散化とかいう御

意見ではなくて、まずこうやって明らかに１２

月にまとめていただきました時点よりも、震災

によってからこれだけ変わったところをどやん

されますか。どやんされますかというか、こや

ん考えになりますけれども、それでよかですか

ねというふうな、結局やりとりといいますか、

検討委員会を１回開こうかと考えております。

（｢（聴取不能）その前にせないかぬ」と呼ぶ

者あり）はい。それをちゃんと踏まえてから、

原案のほうはつくり込んでいきたいと考えてお

ります。 

○委員（野﨑伸也君） 待ってよ、待ってよ、

もうほんなこて。だって、この間のとき変えら

れぬて言うたじゃないですか、自分で。（｢言

った」と呼ぶ者あり）そのまま出しますって言

ったでしょう。だけんが両論併記ばしますけん

という話だったじゃないですか。何ですか、そ

れ、いきなり。（聴取不能）だいけん変えます

よって。だいけんが、変えられるとなら、変え

てほしかけんが、この間言うたっでしょうもん。

文言的にここのところ変えてよかっですかって

言うても、削除してよかっですかとも言うたじ

ゃないですか、震災の後の分。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。今の

野﨑委員がおっしゃった分につきましてですが、

それは、明らかに誰が見ても変わった部分とい

うのはありますよね。本庁舎は、今真っ暗、単

なる箱になっております。そんなのは全く違い

ますので、当然追っかけていきます。となれば、

多分スケジュールも若干変わってくるかと思い

ます。今、野﨑委員がおっしゃられたのは、そ

れを分散方式にして云々ということで、（委員

野﨑伸也君「違います」と呼ぶ）完全に市民検

討委員会のときに出てきたものとは違うものだ

ったもんですから、それはここで書きかえるこ

とはできませんという言い方をさせていただき

ました。 

○委員（成松由紀夫君） ここで出てきとる仮

設庁舎というのは、震災前の引っ越しするとき

に仮設庁舎を建てるのかとか、そういう意味合

いでの仮設庁舎で、今、現状の仮設庁舎とは意

味合いが違うから。この間、課長が言うた部分

で野﨑委員が言うたように、原文は変えない、

さわれないんだ。本来そのはずなんですよ。

（委員野﨑伸也君「そやん言うたよ」と呼ぶ）

だから、そのまんまこれは残して、これはあく

まで引っ越し云々の、当時の仮設庁舎の意味合

いを、意味合いで残しといて、併記の部分でこ

ういう仮設、災害を受けて被災してからの仮設

庁舎の分についてはこうこうですよという併記

の文にされたらいいと思います。もうこの間、

委員会の中で、執行部も原文はさわらないとい

うのを約束した原則の中で我々委員会は動いて

いるわけだから、原文はさわらない。ただし、

さわる、変更等が出る分は併記の文で対応した

らいいかと思いますが、野﨑委員、いかがでし

ょうか。 

○委員（野﨑伸也君） そやんだと思います。

それば言いたかです。（｢それは執行部が言う

話だけん」と呼ぶ者あり）それを言いました。

そのとおりです。 

○委員長（前垣信三君） はい。谷脇課長に言

いますが、今の内容でつくってくださいね。わ

かりますね。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。 

○委員長（前垣信三君） その後、１１ページ

とか１２ページについても、特に異論があれば

併記するような形になると思いますので。 

 今回は、この１ページ目の非常に大事な本庁

舎方式にするという部分に、分庁舎もあり得る

という併記がなされるということが、一番大き
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なことかなと思いますので、そのあたりの認識

をいただきたいと思います。 

 ３番、新庁舎建設の理論と方向性（｢理念」

と呼ぶ者あり）はい、１３ページ。１３ページ

から、１３ページの大きな項目に従って、１４

ページから具体的な説明がなされております。

特に面積、分庁・集中にこだわらなければ、こ

のとおりかなという思いではおります。ここに、

あくまでも本庁舎方式でなければならないとい

う記述文があれば、そこにまた併記をしなけれ

ばならない。訂正をしないということであれば、

併記をしなければならないとは思います。です

から、このあたりも含めてですね、次回は検討

したいと思います。差し当たって執行部にお願

いをしたいのは、この１０ページの、集中方式

にする、このあたりの併記の部分をまずお願い

をしたいと思います。 

 あとはですね、よく皆さん熟読されたと思い

ますので、特に本庁の、分庁のという記述には

至っていないかなと思います。もし御指摘があ

れば、それは併記する形にはなるかとは思いま

す。そのあたりで御理解をいただければと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

○委員（成松由紀夫君） その併記をするとこ

ろの御意見を持ち込む。例えば、私はほとんど

ないんですが、併記したいというところは、委

員長に申し出て……、次回。 

○委員長（前垣信三君） はい、私に申し出て

いただくか、直接谷脇課長に申し出ていただい

て、谷脇課長と私で協議をしたいと思います。 

○委員（成松由紀夫君） そしたら、それを、

骨子は次回発言するということでよろしいんで

すね。 

○委員長（前垣信三君） はい。 

○委員（成松由紀夫君） はい、わかりました。 

○委員（橋本幸一君） 併記っていう、ある程

度、部分的にはですね、文言的にはそう多くは

ないと思うんですね。だから、その都度ですね、

委員会の中で重要な部分ですから、きょうの併

記部分についての確認という意味で、最後に併

記事項を報告していただければですたい、その

日の。 

○委員長（前垣信三君） 次回の件ですか。は

い、わかります。 

○委員（橋本幸一君） その日、その日の。そ

うすれば、次回、ああだ、こうだというあれが

出ないと私は思いますけどですね。よろしくお

願いします。 

○委員長（前垣信三君） はい、わかりました。 

 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。先走ってよかっ

かなと思いますが、１５ページですが、防災機

能・耐震性能の確保ということで、この耐震性

能の中には免震も入っているというふうに理解

してよかっですかね。先までいって（聴取不

能）。 

○委員長（前垣信三君） いや、大事なことだ

と思いますので。はい、谷脇課長。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。耐震

構造の中に免震構造も入っておりますので、耐

震性能というところの中に免震が入っておりま

す。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（前垣信三君） ほかにございません

か。 

○委員（成松由紀夫君） 今、余りややこしく

言いたくないんですが、その免震と耐震では、

工期がたしか違うごたっ気のするとですけど。

そのスケジュールなんかは間に合うのか。そこ

ら辺も調べとっていただきたいとですけど、ど

うですか。出ない、難しいというんであれば、

あれですけども。 

○委員長（前垣信三君） 委員長からいいです

か。専門屋からの意見で。 

 耐震の中に免震というのがあるんです。です

から、基本的にどういう建物をお建てになるか



 

－23－

はわかりませんが、恐らく免震だと私は思いま

す。これがこれからの主流だもんですから。そ

うでないと、５階にはとてもおれぬとばいとい

う話になる、揺れるのは揺れますけど。ですか

ら、耐震と免震を別に考えるんじゃなくて、耐

震という大きな項目の中に免震という手法があ

ると。これはそれの例ですから、免震にします

よということではないんです。こういうことで

すということのお知らせですから、そのあたり

の感覚でいただければと思います。よろしいで

すか。 

○委員（成松由紀夫君） スケジュール的なも

のを今、確認、質問。委員長に質問したんじゃ

なくてですね。 

○委員長（前垣信三君） はい、私ではなくて

谷脇課長に聞きたいということですので、その

あたりの工期的なものについて何か御意見がご

ざいますか。 

 はい、谷脇課長。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 済みません。

今の質問は、免震構造と耐震構造では、――耐

震構造、免震構造、制震構造と、大体主流は３

つありますが、もう委員長が一番御存じと思い

ます。今の質問は、耐震構造と免震構造じゃあ、

スケジュール、工期がまた違うのかという御意

見というか、御質問という形でよろしいでしょ

うか。 

○委員（成松由紀夫君） そう、そのとおりで

す。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） わかりまし

た。そしたら、済みません、私、事務屋よりも

もっと詳しい者がおりますので、辻のほうにち

ょっと説明させます。 

○新庁舎建設課新庁舎建設係参事（辻 雅彦

君） 新庁舎建設課、辻です。よろしくお願い

します。 

 ただいまの免震、耐震についての御質問です

が、スケジュールとしましては、免震構造の場

合は、免震構造の評価、その後、大臣認定をと

るという必要がございますので、この期間がか

なり長くかかる。一般的には、大臣認定で４カ

月程度とか、評価に２カ月程度とかという話も

聞いておりますので、ほかの耐震構造、もしく

は制震構造に比べて、工期が、まずは手続上長

くなるというのがございます。 

 その後、免震構造については、地中を掘削す

る部分が多くなるのが一般的でございますので、

地中を掘削する土工事の工期が長くなるという

のがあると思います。 

 以上です。 

○委員（成松由紀夫君） また要らぬことを言

うたかなと思ってしまったんですけども。時間、

急がなきゃいかぬ中なので、ただスケジュール

をちょっといずれかのタイミングで示していた

だければと思います。 

○委員（山本幸廣君） 要は、先ほどから執行

部が言うように、これは市民検討委員会がまと

めたものなんですね。今の辻君が答弁なされた

のは、成松委員から質問なされ答弁なされたの

は、既にもうこの免震で行くならば、検討委員

会にはたい、執行部がたい、これを見てから、

今の時期ならば、どこまで、平成３２年まで完

了せないけないというスケジュールを組んどる

わけでしょう。そういうスケジュール表もやっ

ぱり検討委員会には事前に、谷脇課長が言われ

たように、私たち以前に検討委員会には、この

まとめの中で、ここについては、ここは少しは

っきり言って考えてもらえんですかと。執行部

としてはこういうことで今取りまとめをしてお

りますとか、していきますとかで、意見の、や

っぱ一致を見るようにしていただいて、答弁を

していただければ。だからこそ、早く検討委員

会とはですね、執行部の考え方をまとめていた

だければなと。私は、これは要望ですから、ぜ

ひともしてください。ですね。今、辻君が言わ

れたのは、これは検討委員会に対して、今、成
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松委員が質問されたけんでから。その免震にな

れば少しおくれますよと言うなら、じゃあ、私

たちはスピード感を持っていかないかぬでしょ

う。だからこそ、そういうのがやっぱり一番重

要な、やっぱし私は課題だと思うんですよ。 

○委員長（前垣信三君） ほかに御意見ござい

ませんか。 

○委員（幸村香代子君） 今後の進め方のとこ

ろなんですが、それぞれに意見を出していただ

く日にちを一旦区切ったほうがいいだろうなと

いうふうに思うんですね。次回の委員会のとき

に示す、併記のですね。急ぐという意味では、

紹介できるように成案化したほうがいい。提案

できるような文書にしたほうがいいと思うので、

委員さんたちから意見を出していただく日にち

を一旦区切ったらいかがかと思いますが。 

○委員長（前垣信三君） はい、今、幸村委員

から、皆さん方の御意見等の集約日を決めたら

どうかという話でありますが、基本的に次回を

いつ委員会を開くかということも大きく変わる

と思いますので、そのあたりを含めて検討させ

てもらってよろしいでしょうか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（前垣信三君） そのほかにはござい

ませんか。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、もう最後ぐ

らいですか。 

○委員長（前垣信三君） はい、そうです。 

○委員（成松由紀夫君） 先ほど山本委員から

御意見いただいた部分、まさにごもっとものと

ころでですね、最後のところだけが違うとです

よね。途中までは全く一緒で、それは前回も言

いました。公民館とか避難所の問題も含めてで

すね、出張所、支所、公民館、――出張所ので

すね、やっぱハード面の充実あたりもですね、

やっぱりせっかくこの委員会の中で、急ぐべき

ものはどんどんどんどんやっていく中で、そこ

も逆に議論を。ボールが、――パブリックコメ

ント、ボール出して待っとる間でも、そこの検

討はできると思うんですね。なので、企画のほ

うから、機能の充実について、災害を受けて検

証した上でということではなくて、やっぱこの

庁舎建設の中にも必ずこの問題も一緒に今、常

に出てきてるので、そこを企画のほうに一旦ま

た言っていただきたい。こういう方向も考えて

いる、こういうことがあったということは言っ

てもらわないと、我々も今、先ほど言われてい

るように、避難所回りしてる中でですね、いろ

んな御意見も出てて、その充実は約束して頑張

りますということはお伝えしてるので。これは

この委員会の中の意見としてるる出てますので、

それが１点言っておいてほしいなというのと。 

 それと、今、避難所、これも先ほどの山本さ

んともかぶるとですけど、避難所を回って、市

民からの苦情の中で、急いでくれ。例えば、総

合体育館、ハーモニーの問題、いろいろな苦情

がですね、あって。それと、今、避難している

方の苦情もあれば、今度は被災しとらしてです

ね、今、八千把公民館もですね、必ず晩な２０

人以上まだおんなっです。そして、昼間の分は

やっぱ五、六人で、結局保険屋さんが来て、こ

れはもう全壊、柱のこれがやっとるけん、全壊

だけん、おっちゃならぬですよ。しかし、何か

見に来らした人はまた違うことばを言わすとか。

（｢一部損壊やね」と呼ぶ者あり）罹災証明と

か、――そうですね、一部損壊だ、何だと言っ

て、全然見解が違って大変苦労されとる部分で、

やっぱり罹災証明をせんばん、と、水道管がど

やんかなっとって坂本行ってこんばんとかって

いう、いろんな苦情が出とっとですよ。そこら

辺の苦情も、執行部としてはどういう苦情を把

握しているかっていうのも、ぜひこの委員会に

は、資料を要求したいと。執行部がどの程度押

さえてあるかというところでですね、ぜひ資料

要求したいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（前垣信三君） ただいま成松委員か
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ら資料の要求がありましたが、いかがいたしま

しょうか。 

○委員（成松由紀夫君） 拙速に次回というこ

とではなくても、いずれかのタイミング。押さ

えているのか、押さえていないのか。 

○財務部長（岩本博文君） はい。済みません、

資料の確認ですけど、罹災証明書を今――。 

○委員（成松由紀夫君） いやいや、もう簡単

に、被災後の市民の苦情です。 

○財務部長（岩本博文君） 苦情、被災後の。

わかりました。はい。被災後のいろんな苦情と

いいますか、そのあたりはですね、千丁、鏡に

移りまして、庁舎管理の観点から、いろいろ各

部にちょっと窓口当たりの対応を含めまして、

庁舎、載っている資料は持ってます。その辺は

取りまとめまして、お出しするような準備をさ

せていただこうかと思ってます。 

○委員（成松由紀夫君） ということであった

ら、取りまとめ、まだ多分しっかりできてない

と思うので、取りまとめていただいたら、ぜひ

委員会でも報告していただきたいと思います。 

○委員（亀田英雄君） こん、一部の委員がつ

くったと、この３案の打ち合わせばしとったと

きですね、今、避難所とか何とかつくらんばん

でしょうと。財政的によかっですかというよう

な話をしました。ちょっと今、成松委員のよう

な話もですね。そしたら、それは総務委員会で

すもんて。私は、もうあっけにとられてからで

すたい、話もならぬなと思って、思うとったで

すが。よければぎゃんして、委員長からも請求

してもろうてですね、そうじゃないんだよとい

う認識をみんなでとってもらえば。それは総務

委員会ですけんって、一言だったですもん。も

うあっけにとられてですたい、私は二の句が継

げぬようになったけん。もう言わぬちゃよかこ

つでしょうばってんが。じゃなくて、やっぱり

ある程度総合的に考えるという視点も必要じゃ

なかろうかというふうに思いますので、その辺

は、委員長の御配慮で。 

○委員長（前垣信三君） はい。今、委員から

いろいろ要望がありまして、間違いなくこの本

委員会の審議事項ではないとは思いますが、参

考資料として申し出がありましたので、お諮り

をいたしたいと思います。 

 本委員会として、資料を請求することに御異

議ございませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員（山本幸廣君） 関連ですけども、執行

部に私のほうからお願いもしたいという。総合

的に精査した中で、今回、震災、避難所、避難

者の方々ですね、この前の説明は、全協で説明

の中で市長に私のほうから意見を申し上げ要望

した中で、市長としては、出張所、公民館の活

用については検討しますということで、公の全

協で発言をしていただきました。それについて

は、たくさんの、――今、成松委員あたりも、

ほとんどの議員がその現場に行ってですね、被

災者の方々、避難者の方々から意見を集約して

きているのが、我々は当たり前の議員の活動な

んですね。そういうことを考えた中で、私はぜ

ひともですね、仮設のプレハブを着工します、

それから竣工して、それから実働に入る期間と

いうのをですね、まずは短縮するようにしなけ

れば。今は、罹災の証明、納付の期間等々で大

変困っとるという執行部の考えでありましたの

で、早急にプレハブの仮設については私たちは

同意をしたんですね。そういうことを考えるな

らば、私はもう出張所の活用というのは、今す

ぐ窓口をですよ、やはり校区の出張所に主任な

り、所長なり、そしてまた担当の職員がおりま

すので、できる範囲内では周知徹底をしてほし

いと、校区民の方々に。この分野については公

民館でできますよ、出張所でできますよと。こ

の部分についてはできませんから、これについ

ては、今、千丁のところで、こういうことの窓

口は１階でやっておりますとかですね。そし
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て、また仮設のプレハブを早急につくりたいと

いうことですよということはですね、おつなぎ

を出張所にし、まず執行部が――。 

 ほとんど、ホームページ、ホームページと言

われますけど、今、高齢者の方々はホームペー

ジを見る人はほとんどおられません。聞いてみ

ました、私が。この前、ちょうど２０人の私が

避難者おられまして、２０人の方に聞いたとこ

ろがほとんど高齢者で、ホームページ見たこつ

なかと言わすですけんね。これが一番の今ネッ

クなんですよ。そこらあたりをしっかり私たち

は分析をして、市民サービス、行政サービスを

していかなければですね、いけないと思いま

す。執行部におかれましては、特にそこらあた

りを。部署、部署の、１つの横の連携を結びな

がら、つなげながら、ぜひともこの対応という

のを、震災の対応というのを、仮設がでくれば

いいとかじゃありませんですね。その期間とい

うのは、物すごいやっぱし納付の期間が来るじ

ゃないですか。だから、そこらあたりについて

は、特に生活保護関係については千丁に行かな

いかぬ。保護関係については。だから、口座引

きなら口座引きという指導もするべきなんで

す、生活保護なんて。現金支給をたくさんやっ

ています。だから、口座が、ほとんど口座がな

い方々が約８割です。そういうのはやっぱし担

当部署で解決をしていくというですね。そうし

ながら、おのずとこの庁舎関係というのもです

ね、スムーズに進んでいくんじゃなかろうか

と、私は思います。そこらあたりをひとつ執行

部、――特に岩本部長あたりは、部長、横の連

携をしっかりとっていただきたいと思います。

出張所の即活用というのをですね、していただ

くようにお願いしときます。 

○委員（成松由紀夫君） 実際、企画部長がい

らっしゃっているからですね、そこはどうなん

ですかね。窓口の拡大というか、今、山本さん

が言われたようなことを、今すぐでもされた

ら、今、市民の皆さん、喜ばれますよ。（委員

山本幸廣君「ほんとですよ。そら」と呼ぶ）そ

れを今、執行部のほうでどう考えているのか。 

○委員（山本幸廣君） 執行部の考えをしてか

ら、今、発言しよっとだいけん、それは一番の

対応ですよ。即対応というのは。 

○企画振興部長（福永知規君） はい。企画振

興部の福永でございます。 

 今、お尋ねの、特に地震で非常に窓口サービ

スのほうがお困りいただいていると。場所も変

わって、どこに行っていいかわからないという

方が非常に多うございます。そこで、応急とい

うか、急々の処置としては、土日、それから延

長窓口をあけて、特に罹災証明というようなも

のについては進捗を図るように、――これは、

済みません、私の部の管轄ということではなく

て、全体の話を今させていただいていますけど

も、そういうことで取り組まさせていただいて

ます。 

 それと、将来的なお話をどうかということで

すが、申しわけございません。今のところ、そ

れについて具体的な案というのは持ち合わせて

おりませんが、いずれにしろこの庁舎建設、こ

れが非常に大きなウエートというか、その考え

方、実現の方法によってバランスをとったやり

方になってくるとは思いますけども、今のとこ

ろ具体的に申し上げることは、こちらからはご

ざいません。 

○委員（成松由紀夫君） 今ですね、部長、山

本さんと私が言っているのは、今すぐ対応がで

きるのか、できないのかというだけの話で、庁

舎建設の規模とか機能が云々ということを織り

まぜた話じゃないんですよね。部長も大変今忙

しくて、関係各位と連携されているのはわかり

ますが、ただ、困っている、その前に困ってい

る、路頭に迷ってる市民の皆さんがいるので、

もう答弁要りません、今なかなか言えないでし

ょうから、すぐ帰って、各公民館あたりで少し
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窓口業務の拡大とか、こういうことまで対応で

きますよとか、そういう案を少し練っとってく

ださい。 

 以上です。 

○委員長（前垣信三君） はい、本委員会の審

議以外のことについても御熱心な御発言をいた

だきまして、ありがとうございました。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（前垣信三君） それでは、なけれ

ば、次回の委員会開催日程について協議をいた

します。 

 小会といたします。 

（午前１１時５５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５９分 本会） 

○委員長（前垣信三君） 本会に戻します。 

 次の委員会は、６月の２日木曜日、１０時開

会といたしたいと思いますので、よろしくお願

いをいたします。 

 その１週間前の、何日かな（｢２７日」と呼

ぶ者あり）２７日、５月２７日の夕方までに、

後々の内容について御意見等がございました

ら、谷脇課長のほうに提出をしていただきたい

と思います。よろしくお願いをしておきます。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了をい

たしました。 

 これをもちまして、新庁舎建設に関する特別

委員会を散会いたします。 

（午後０時００分 散会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２８年５月２４日 

新庁舎建設に関する特別委員会 

委 員 長 
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